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説論

ド
イ
ツ
に
お
け
る

が次

き

ま

え

一
前
史

二
一
九
世
紀
前
半

三
一
九
世
紀
後
半
(
以
上
二

O
巻
四
号
〉

四

二

O
世
紀
前
半
(
ニ

4
ま
で
本
号
〉

四

二
O
世
紀
前
半

比
較
法
の
発
展

「
ド
イ
ツ
的
法
思
考
の
孤
立
」
時
代

1
!第
一
次
大
戦
終
了
ま
で

一
九
二
三
年
二
一
月
八
日
、
ベ
ル
リ
ン
法
曹
会

(2) 

五

十

嵐

清

(門出巾

H
R
u
g
n
Z
C巾田市ロ
R
E
E
N
Z
切
巾
同
町
ロ
)
に
お
い
て
、
自
由
法
運
動
の
担
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い
手
の
一
人
で
あ
る
ヘ
ル
マ
ン
・
イ
ザ
イ
(
出
向
日
間
ロ
ロ
同
認
可
)
は
、

「
ド
イ
ツ
的
法
思
考
の
孤
立
虫
巾

ro--巾
E
ロ
ぬ
仏

g
辛
口
仲
間
ロ
ゲ
巾
ロ

同

N
2
r
s
rロ
宮
口
巴
と
題
す
る
講
演
を
行
な
っ
た
。
こ
の
講
演
は
、
二

O
世
紀
初
頭
以
来
第
一
次
大
戦
終
了
ま
で
の
ド
イ
ツ
の
比
較
法
の

状
況
を
批
判
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
、
ま
ず
、
こ
こ
で
そ
の
要
約
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

第
一
次
大
戦
前
の
ド
イ
ツ
は
、

そ
の
発
展
の
頂
点
に
達
し
た
が
、
法
生
活
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、

そ
の
法
と
法
学
は
国
際
的
評
価

を
受
け
た
。
と
く
に
、

フ
ラ
ン
ス
の
法
学
者
は
ド
イ
ツ
よ
り
多
く
を
学
ん
だ
。
こ
れ
に
対
し
、
当
時
の
ド
イ
ツ
の
法
文
献
は
外
国
の
法
学

を
ほ
と
ん
ど
完
全
に
無
視
し
た
。
た
と
え
ば
、

ウ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
・
キ
ッ
プ

(
ヨ
ロ
仏
印
円

r
E
l
E
3
)
の
パ
ン
デ
ク
テ
ン
も
、
デ
ル
ン

プ
ル
ク
(
ロ
巾
同
ロ
σロ同ぬ)、

(開

S
R
8
5
l巧
。

E
i自
宅
)
、

エ
ン
デ
マ
ン
(
何
ロ
仏
巾
自
由
ロ
ロ
)
、

エ
ン
ネ
グ
ツ
ェ
ル
ス
・
ヴ
ォ
ル
フ
・
キ
ッ
プ

コ
ザ
ッ
ク
(
。
。
包
円
}
円
)

の
ド
イ
ツ
民
法
教
科
書
も
、
そ
の
他
、
商
法
、
憲
法
、
行
政
法
の
代
表
的
教
科
書
、
体
系
書
も
、
外
国
文
献
の
引

用
を
一
切
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
当
時
の
ド
イ
ツ
の
法
学
は
完
全
に
孤
立
し
て
い
た
こ
と
が
分
る
。
し
か
し
、
孤
立
の
原
因

の
説
明
は
容
易
で
は
な
い
。
け
っ
し
て
語
学
力
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
ド
イ
ツ
の
学
問
白
体
は
、
当
時
孤
立
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
、
法
生
活
の
領
域
に
お
け
る
ド
イ
ツ
精
神
の
孤
立
が
問
題
と
な
引
r

(2) 

こ
の
占
山
で
、

エ
リ
ッ
ヒ
・
カ
ウ
フ
マ
ン
(
何
江
口
}
困
問
由
民
間
S
向
ロ
ロ
)
は
、

「
新
カ
ン
ト
法
哲
学
に
対
す
る
批
判
」

(
一
九
二
一
年
)

ドイツにおける比較法の発展

い
て
、
社
会
生
活
の
問
題
に
関
す
る
ド
イ
ツ
的
思
考
と
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
メ
リ
カ
的
思
考
と
の
聞
の
大
き
な
断
層
の
原
因
を
、

哲
学
と
歴
史
学
派
の
二
点
に
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
、
イ
ザ
イ
は
、
カ
ン
ト
の
法
思
想
自
体
は
、
西
欧
思
想
と
く
に
ル
ソ

l
の
影
響
を
強

カ
ン
ト

く
受
け
た
も
の
で
あ
り
、

ま
た
、
歴
史
学
派
の
サ
グ
ィ
ニ

l
は
フ
ラ
ン
ス
と
イ
ギ
リ
ス
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
し
て
、
二
点
と
も
反
対

し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、

そ
の
原
因
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
国
家
感
情
に
求
め
る
べ
き
で
あ
り
、

そ
れ
は
一
八
世
紀
の
ク
リ
ス
チ
ァ
ン
・
ヴ
ォ

ル
フ

(
n
E
3
2
巧
。

-S
の
警
察
国
家
観
に
さ
か
の
ぼ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

イ
ギ
リ
ス
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
国
家
に
対
す
る
個
人
の
尊

厳
が
強
調
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
で
も
一
九
世
紀
中
葉
に
は
西
欧
的
自
由
思
想
の
影
響
の
下
で
両
者
の
差
は
潜
在
化
し
た
が
、

一
八
七
一
年
の お

北法21(1・69)69



説

ド
イ
ツ
帝
国
建
設
以
来
、

ド
イ
ツ
的
思
考
と
西
欧
的
思
考
の
距
離
は
よ
う
や
く
顕
在
化
し
、

(

S

V

 

と
さ
れ
る
。

そ
れ
は
第
一
次
大
戦
に
よ
っ
て
何
人
の
限
に

も
明
ら
か
な
も
の
に
な
っ
た
、

論

円

4
)

ド
イ
ツ
の
法
学
と
判
例
に
与
え
た
結
果
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
例
証
し
て
い
る
。

法
源
論
に
お
い
て
、
成
文
法
に
対
し
慣
習
法
と
学
説
が
ど
の
程
度
法
源
と
し
て
見
ら
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
は
、
ほ
と
ん
ど
論

つ
ぎ
」
に
、

イ
ザ
イ
は
、
外
国
法
文
献
の
無
視
が
、

(1) 
る2じ
。〉ら

れ
て

な
L 、。

フ
ラ
ン
ス
に
は
、

ジ
ヱ
ニ

l

(
の
臥
ミ
)
と
ラ
ン
ベ

l
ル
の
研
究
が
あ
り
、

そ
れ
は
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
も
有
益
で
あ

(2) 

国
際
私
法
に
お
け
る
契
約
の
準
拠
法
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
契
約
履
行
地
に
関
す
る
事
実
的
概
念
が
参
考

に
な
る
が
、

」
れ
も
完
全
に
無
視
さ
れ
て
い
る
。

(3) 

危
険
責
任
に
つ
い
て
は
、

ジ
ョ
ス
ラ
ン

G
S∞
巾
円
山
口
【
]
)
や
サ
レ
イ
ユ
な

(
6
)
 

こ
れ
に
つ
い
て
も
ド
イ
ツ
の
教
科
書
は
言
及
し
て
い
な
い
c

フ
ラ
ン
ス
で
も
は
げ
し
い
討
論
の
対
象
に
な
っ
て
お
り
、

ど
に
よ
る
す
ぐ
れ
た
文
献
が
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、

(4) 

人
的
会
社
の
本
質
論
の
た
め
に
は
、

イ
ギ
リ
ス
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
お
よ
び
私
会
社
と
の
比
較
が
有
益
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
な

さ
れ
て
い
な
い
。

伺
戦
前
契
約
に
対
す
る
戦
争
の
影
響
の
問
題
は
、
現
在
ト
イ
ツ
裁
判
所
が
直
面
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

ハ
7
)

が
豊
富
な
判
例
を
も
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
利
用
さ
れ
て
い
な
い
。

」
の
点
で
は
英
米
法

(6) 

裁
判
過
程
の
問
題
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
ジ
ェ
ニ

l
の
す
ぐ
れ
た
研
究
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
ド
イ
ツ
で
参
照

さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
近
時
の
ケ
ル
ゼ
ン
や
ザ
ン
ダ

1
3
2舟
る

ウ

t

の
純
粋
法
学
的
研
究
は
、
方
向
が
誤
っ
て
い
る
。

比
較
法
学
は
一
時
ド
イ
ツ
で
強
い
関
心
の
的
と
な
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
大
部
分
は
、
法
の
本
質
一
般
へ
の
深
い
洞
察
や
生
け
る

ド
イ
ツ
法
の
発
展
を
目
標
と
す
る
本
来
の
比
較
法
で
は
な
く
て
、

比
較
法
史
学
か
、
比
較
研
究
を
含
ま
な
い
外
国
法
の
素
材
の
単
な
る
蒐

北法21(1・70)70



集
、
に
す
ぎ
な
い
。

「
比
較
法
学
雑
誌
」
の
既
刊
分
(
三
九
巻
)
を
通
覧
す
れ
ば
、

ベ
ル
ン
へ
フ
ト
が
巻
頭
論
文
で
定
立
し
た
プ
ロ
グ
ラ

ム
が
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
原
始
民
族
や
自
然
ま
た
は
半
文
化
民
族
に
対
す
る
偏
愛
が
見
ら
れ
、

ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ア
・
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
法
は
ほ
と
ん
ど
と
り
あ
っ
か
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
「
比
較
法
学
お
よ
び
経
済
学
の
国
際

戸

8
〉

協
会
」
の
出
版
物
も
全
体
と
し
て
は
同
様
の
欠
陥
が
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
欠
陥
は
一
九

O
O年
ま
で
は
ド
イ
ツ
法
学
に
と
っ
て
重
要

で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
ド
イ
ツ
普
通
法
学
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
比
較
法
学
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
民
法
典
の
制
定
後
ま
も

フ
ラ
ン
ス
の
ラ
ン
ベ

l
ル
に
よ
り
、
私
法
の
法
典
編
纂
の
法
学
に
対
す
る
危
険
性
と
、
そ
の
対
応
策
と
し
て
の
比
較
法
研
究
の
必

円

9
V

要
性
が
指
摘
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
も
ド
イ
ツ
で
は
無
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
来
、
比
較
法
に
対
す
る
関
心
は
減
少
し
た
。

そ
の
近
著
に
お
い
て
、
比
較
法
に
対
す
る
関
心
の
欠
如
を
自
然
法
に
由
来
す
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ

な
く
、

ホ
ル
ダ
ッ
ク
(
出
。
-Ehwnw)
は、

も
正
当
な
説
明
で
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、

イ
ザ
イ
は
ド
イ
ツ
法
学
の
孤
立
の
結
果
に
つ
い
て
詳
論
し
た
後
、
例
外
現
象
の
存
在
に
も
言
及
し
た
が
、
そ
の
よ
う

フ
ラ
ン
ス
法
の
影
響
を
う
け
た
コ

l
一フ
l
の
特
許
法
教
科
書
、
同
じ
く
フ
ラ
ン
ス
法
の
影
響
の
下
に
あ
る
オ
ッ
ト
l

な
も
の
と
し
て
は
、

(2) 

-

7

イ
ヤ

l
(
0
3
0
呂田
3
4
の
行
政
法
教
科
書
(
た
だ
し
、

マ
イ
ヤ
l
の
後
期
の
業
績
の
中
で
は
フ
ラ
ン
ス
法
学
者
は
無
視
さ
れ
て

ドイツにおける比較法の発展

い
る
)
、

グ
ナ
イ
ス
ト
(
の

5
5
)
に
よ
る
イ
J

ギ
リ
ス
行
政
法
の
影
響
が
あ
げ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
フ
ラ
ン

ス
・
イ
ギ
リ
ス
法
の
無
視
は
、
学
問
上
の
み
な
ら
ず
、
実
際
上
も
、
混
合
仲
裁
裁
判
所
の
争
訟
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
敗
訴
と
な
っ
て
表
わ

れ
て
い
る
。
今
後
の
国
際
貿
易
の
発
達
の
た
め
に
も
、
こ
の
両
国
法
の
知
識
は
不
可
欠
で
あ
る
。

イ
ザ
イ
は
、

さ
ら
に
法
哲
学
上
の
問
題
、
国
家
と
個
人
の
問
題
、

お
よ
び
国
際
法
上
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、

こ
の
あ
と
、

本
稿
の
テ
l
マ
と
関
係
が
少
な
い
の
で
省
略
し
、
結
論
の
部
分
に
移
る
。
こ
こ
で
、
彼
は
ふ
た
た
び
比
較
法
の
必
要
性
を
強
調
し
、

イ
ツ
法
学
、

ド
イ
ツ
法
お
よ
び
ド
イ
ツ
国
民
は
、

そ
の
精
神
的
孤
立
か
ら
抜
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
は
ふ
た
た
び
西
欧
の
法 フ
ー「

ド

北法21(1・71)71



説

思
考
と
の
接
触
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
指
導
者
か
つ
教
師
た
る
こ
と
こ
そ
、
法
律
家
の
任
務
で
あ
る
。
私
法
学
に
と
っ
て

は
、
方
法
と
目
標
が
す
で
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
外
国
法
の
知
識
、
外
国
、

と
く
に
フ
ラ
ン
ス
と
イ
ギ
リ
ス
の
法
文
献
の
知
識
、

論

お
よ
び
比
較
法
で
あ
る
。
と
く
に
比
較
法
の
刺
戟
的
な
力
は
、

ド
イ
ツ
法
学
の
た
め
に
ふ
た
た
び
得
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o
」

た
た
び
得
る
と
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
普
通
法
の
時
代
の
ド
イ
ツ
私
法
学
は
そ
れ
自
体
比
較
法
学
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
法
学
が
ふ
た
た
び
比
較
法
の
意
義
を
自
覚
す
べ
き
時
期
で
あ
る
。
」
そ
れ
は
、

「
今
こ
そ
、

大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
に
表
現
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
第
一
次
国
家
試
験
に
外
国
法
の
知
識
が
、
少
な
く
と
も
選
択
課
目
と
し
て
課
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

以
上
が
、

イ
ザ
イ
の
講
演
の
大
要
で
あ
る
。
要
す
る
に
当
時
の
ド
イ
ツ
法
学
の
国
際
的
孤
立
の
事
実
と
そ
の
原
因
を
指
摘
し
、

比
較
法

の
発
達
の
必
要
性
を
強
調
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

2 

」
の
講
演
は
当
時
の
ド
イ
ツ
法
学
者
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
そ
の
後
、

ラ
l

ベ
ル
や
ラ
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

(
閉
山

7
2口
問
丹
市
古
)

に
よ
り
、
イ
ザ
イ
の
主
張
は
、
若
干
の
誇
張
は
免
れ
な
い
に
し
て
も
、

認
さ
れ
た
。
以
下
、

「
そ
の
本
質
に
お
い
て
決
し
て
ま
ち
が
っ
て
い
な
い
」
こ
と
が
確

ラ
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
し
た
が
っ
て
、
若
干
の
補
足
を
す
る
。

ラ
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
っ
て
も
、
第
一
次
大
戦
前
の
ド
イ
ツ
法
学
は
本
質
的
に
ド
グ
マ
チ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
実
務
と
の
結
び

つ
き
は
あ
っ
た
が
、
批
判
は
な
く
、
法
哲
学
へ
の
配
意
は
見
ら
れ
ず
、
外
国
法
と
の
比
較
に
も
注
意
が
及
ば
な
か
っ
た
。
例
外
と
し
て
、

コ
l
ラ
l
の
民
族
学
的
法
学
が
あ
げ
ら
れ
る
ほ
か
、
現
代
法
の
比
較
も
無
視
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、

一
三
巻
に
わ
た
る
「
世
界
の
商
法
」
が
刊
行
さ
れ
た
し
、
ま
た
ベ
ル
リ
ン
に
学
会
が
組
織
さ
れ
た
(
前
述
〉
が
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
活

イ
ユ

l
リ
ン
グ
の
後
年
の
業
績
、

動
は
ド
イ
ツ
法
自
体
に
対
し
て
は
、

ほ
と
ん
ど
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
す
る
例
外
と
し
て
は
、
わ
ず
か
に
無
体
財
産
法
の
分

野
に
お
け
る
コ
l
ラ
!
の
活
躍
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
ド
イ
ツ
法
学
の
主
要
領
域
で
あ
る
私
法
に
お
い
て
は
、
民
法
的
問
施
行

後
の
一

0
年
聞
は
、

イ
ザ
イ
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
外
国
法
に
対
す
る
驚
く
べ
き
無
関
心
が
支
配
し
た
。
方
法
論
的
問
題
に
つ
い
て
も
、

ふ
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同
様
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
外
国
法
に
対
す
る
無
関
心
の
原
因
と
し
て
、
ラ
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
も
、
そ
れ
は
語
学
力
の
せ
い
で
は
な
く
、

典
の
成
立
の
た
め
で
あ
る
と
考
え
る
。
民
法
典
自
身
は
当
時
の
比
較
法
の
所
産
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
後
の
法
曹
の
関
心
は
法
典
の
解

釈
・
適
用
に
集
中
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
の
説
明
で
は
十
分
で
は
な
い
。
本
当
に
比
較
法
に
対
す
る
必
要
性
が
痛
感
さ
れ
た

一応、

民
法

を
批
判
的
に
評
価
す
る
た
め
に
、

そ
の
よ
う
な
必
要
性
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。

そ
れ
を
外
側
か
ら
観
察
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
し
か
し
、
当
時
は
ド
イ
ツ
に
か
ぎ
ら
ず
、

一
般
に

ら
、
そ
れ
は
試
み
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

「
本
来
の
意
味
の
比
較
法
は
、
自
国
法

無
批
判
的
な
時
代
で
あ
り
、
人
々
は
進
化
と
進
歩
を
信
じ
て
い
た
。
と
く
に
、
ド
イ
ツ
で
は
政
治
的
経
済
的
繁
栄
が
そ
の
傾
向
に
拍
車
を

イ
ザ
イ
の
所
説
は
、
多
少
の
誇
張
は
あ
る
に
し
て
も
、
ま
ち
が
っ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
ま
さ
に
当
時
、
時
代

か
け
た
。
し
た
が
っ
て
、

は
変
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

3 

以
上
が
、

イ
ザ
イ
と
ラ
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
、

二
O
世
紀
の
当
初
二

0
年
間
の
ド
イ
ツ
比
較
法
の
状
況
で
あ

る。

一
九
世
紀
後
半
に
、
主
と
し
て
民
族
学
的
法
学
と
い
う
形
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
な
り
に
法
学
の
中
に
一
定
の
地
位
を
築
き
つ
つ
あ
っ

ふ
た
た
び
法
学
者
の
関
心
の
外
に
お
か
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

(2) 

た
比
較
法
が
、

コ
l
ラ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
比
較
法
の
先
覚
者
は

ドイツにおける比較法の発展

あ
く
ま
で
も
例
外
的
存
在
で
あ
っ
た
。
当
時
の
ド
イ
ツ
法
学
、
と
り
わ
け
そ
の
中
心
に
あ
る
私
法
学
は
、
比
較
法
的
視
野
を
も
た
ず
に
形

一
国
の
法
学
自
体
に
対
す
る
そ
の
貢
献
度
、
払
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
貢
献
度
が

成
さ
れ
た
。
比
較
法
の
発
達
の
基
準
の
一
つ
と
し
て
、

ゼ
ロ
に
近
か
っ
た
こ
の
時
期
は
、

な
お
比
較
法
が
不
振
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
時
代
の
比
較
法
不
振
の
原
因
と
し
て
、

イ
ザ
イ
の
説
く
と
こ
ろ
は
、

わ
が
国
の
学
者
の
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
の
通
説
的
見
解
と
一
致

し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
種
の
説
明
は
往
々
に
し
て
主
観
的
な
も
の
に
な
り
や
す
く
、
実
証
性
を
欠
く
き
ら
い

が
あ
る
。
む
し
ろ
、
ラ
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
所
説
の
方
が
、
ド
イ
ツ
比
較
法
の
発
展
史
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
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説

れ
る
。
第
一
次
大
戦
の
敗
北
が
、

比
較
法
の
躍
進
の
契
機
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、

イ
ザ
イ
は
ド
イ
ツ
法
学
の
孤
立
性
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
他
の
国
の
比
較
法
の
実
情
を
過
大
評
価
し
た
の
で
は
な
い
か
、

論

う
点
も
問
題
で
あ
る
。
グ
ッ
ツ
ヴ
ィ
ラ
l

(の
E
N当
日
巾
円
)

に
よ
れ
ば
、

一
般
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、

「
急
速
に
開
花
し
、

『
創
設
者

時
代
』
の
精
神
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
比
較
法
学
の
生
命
は
、
二

O
世
紀
の
到
来
後
、

た
が
)
、

ふ
た
た
び
し
ぼ
ん
だ
0

・
:
・
(
若
干
の
例
外
は
あ
っ

一
八
九

O
年
よ
り
一
九
一
四
年
ま
で
の
世
代
は
、
世
界
市
民
主
義
に
対
し
て
関
心
を
も
た
な
か
っ
た
。
」
と
さ
れ
る
。

い
ま
、

」
の
問
題
に
つ
い
て
実
証
的
に
検
討
す
る
余
裕
は
な
い
け
れ
ど
も
、

ヨ
l

ロ
y

パ
の
中
で
は
、
ド
イ
ツ
法
系
に
属
し
、

し
た
が
っ
て
ド
イ

ツ
法
に
関
心
を
も
っ
オ
ー
ス
ト
リ
ア
や
ス
イ
示
は
も
と
よ
り
、

サ
レ
イ
ュ
、
一
フ
ン
ベ
!
ル
を
指
導
者
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
、
も
と
も
と
ブ
ラ

ン
ス
法
や
ド
イ
ツ
法
に
対
す
る
関
心
の
強
い
イ
タ
リ
ア
に
較
べ
る
と
、

年
C
L
よ
λ
ノ。

や
は
り
ド
イ
ツ
の
状
況
の
方
が
、

ひ
ど
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で

こ
の
時
期
の
ド
イ
ツ
法
学
、

と
く
に
私
法
学
は
、
な
お
国
際
的
な
評
価
を
え
て
い
た
。
わ
が
国
が
学
説
継
受
の
対
象
と
し
た
ド
イ
ツ
私

ま
さ
に
こ
の
よ
う
に
国
際
的
に
孤
立
し
た
法
学
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、

体
質
を
理
解
す
る
た
め
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
前
提
で
あ
る
。

法
学
は
、

わ
れ
わ
れ
が
今
日
の
日
本
の
私
法
学
の

し
か
し
、

(
1
)

』昌子

0
5
V
D
E
O
H
E
M
m
岳山間品。戸仲間内
7
3
H
N
R
r
g
L
g
r
g
p
一U
2
・
ω
・
ω
l
吋・

(
2
)
何
同

THY-ハ世民自
ωロロ・剛ハ
2
t
r
仏

2
ロErω
口cm口r
g
m
m
n
r
g同》
}
凶
巳

c
m
c
u
z
p
一回日ア

ω・回日間四・

(
3
)

』EU〉

mwω-C・
ω・吋
1
5
・〈
G
ロ
吋
2
v
p
(リ
Q
B司
内
耳
目

5
5
c
i一戸
ω
2
5
号。

C
口定
q
m
E
2
・
二
』
DZ吋
E
一
え
の
CHHM官
g
z
S
Fゆ四一
E
F
2
0ロ

〈

ω
三
百
戸

)
-
U吋
l

∞(一
UNU)
も
同
旨
。

(
4
)
以
下
』
E
ア

P
P
0
・
ω

一ω1
3
・

(
5
)

法
源
論
に
関
す
る
本
格
的
比
較
法
的
研
究
は
、
よ
う
や
く
伊
詰
ア
の
E
邑
B
H
N
E
L
Z
2
E
E
《
宮
口
円
宮
内
辛
口
宮
口
町
D
H
E
E
E
m
L
g
M
U
2
5
7

耳目

F
F
z
g
に
よ
っ
て
は
じ
め
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

と
し、
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ドイツにおける比較法の発展 (2) 

(
6
)

危
険
責
任
に
関
す
る
比
較
法
的
研
究
も
、

H
w
g
F
O
E
E
F四
3
5
L
開

2
2
n
r
r
z
ι
尽
の
め
円
相
Y
H
L
E
m
ω
z
r
g
m
-
一
宏
一
に
一
部
見
ら
れ
る
が
、

本
格
的
研
究
は
最
近
よ
う
や
く
は
じ
め
ら
れ
た
。
と
く
に
、

N
司
E
凹

2
7訳出同
N
-
E何
回
え
Z
口
間
島
民
間
止
と
三
】
n
F
〉口一

ag-
石
町
田
参
照
。

(
7
)

こ
の
問
題
の
本
格
的
検
討
は
、
同
巾
問
。
7
河口官官
lN垣内】悶
2
7
0お
何
回
口
三
円
}E口
問
仏
2
関
口
認
2

2
町
〈
2
け円高一何

S
ハ
同
月
間
丹
y
g官。
nrz口問

ロ
2
丹

R
E
E
f
-
Hり
E
D
F
q
m
R
Z司一何口四一
ω口
俊
ロ
ロ
ι
ι
2
〈
2
2
E凹
H
3
2
2沼
口
〈
Dロ
〉
B
E
E
-
一
回
全
で
行
な
わ
れ
た
。

(
B〉
こ
の
点
は
疑
問
で
あ
る
。
北
法
二

O
巻
四
号
一
一
一
一
一
一
一
一
頁
参
照
。

(
9
)
τ
E
F
F
F
ω
同8
5
8
p
ι
E
X
2
5一
8
5官
同
少

-UDω
噌
古
田
A
2
ω

な
お
、
ド
イ
ツ
で
も
、
ッ
ィ
l
-ア
ル
マ
ン
(
一
八
五
二

i
一
九
一
一
一
一
一
)

に
よ
り
、
民
法
典
編
纂
に
よ
る
法
学
の
危
険
性
が
論
じ
ら
れ
た
が
、
そ
こ
に
は
比
較
法
と
の
結
び
つ
き
は
見
ら
れ
な
い
。

N
F
E
E
ω
5・
0
百
の
民
各
百
ロ

品。
ω
『ロ片岡伶門
z
n
Y
8
0
2
2
N
E
n
y
g
E
H
去
作
問
。
ny円2
5
3
R
E
F
5
8
・
も
っ
と
も
、
ッ
ィ

l
テ
ル
マ
ン
自
身
は
、
世
界
法
の
提
唱
者
で
あ
り

(
0
5
冨
E
m
-
-
n
F
2
2
5
巧
。
一
可
R
E
P
-
∞
∞
∞
・
田
中
耕
太
郎
・
世
界
法
の
理
論
第
三
巻
二
一
九
頁
以
下
〉
、
ま
た
、
一
九

O
O年
パ
リ
比
較
法

国
際
会
議
で
は
、
コ

l
ラ
!
と
と
も
に
、
ド
イ
ツ
を
代
表
し
て
、
比
較
法
の
一
般
理
論
を
発
表
し
て
い
る

o
N
-
E
S
S
E
-
ロ
日
岳
民
今
g
g
志
一
宮
内
円

借

Z
吉
岡
本
命
伊
兵

E
r
s『
E
L
5
ユ
8
5宮
『
少
即
日
恥
印
i
〈
R
E
S
-
F
呂
田
・
仏
耳
切
〉
ロ
『
宮
宮
ロ
ロ
ロ
ふ
回
a
E
H
E
m
L耳
阿
川
R
Z
2
2
m
-
E
n
E口問唱

。』N
一UDO-ωNU
・

(旧

)
E
C
E
ω
円
r・
0
2ロ
見
ロ

ι
q
F
r
S
E
E
-
m
ω
5
5
E
E宮
口
同
州
問
7
3・一回
-
u
・
本
書
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
系
に
お
け
る
海
上
船
舶
の
概
念
を
比
較
研
究

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
半
に
一
般
理
論
が
諭
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
新
カ
ン
ト
学
派
の
認
識
論
の
立
場
か
ら
、
従
来
の
比
較
法
学
(
普
遍

法
史
学
)
に
お
け
る
批
判
的
精
神
の
欠
如
の
原
因
を
自
然
法
の
支
配
に
求
め
て
い
る
。

ω
主
・
し
か
し
、
本
書
は
そ
の
後
ほ
と
ん
ど
反
響
を
見
出
さ

な
L
。

(日〉

]ωω
戸

ω-PC-
∞-
S
I
N
C・

(

ロ

)

』

ωω
子

F
P
C
-
ω

印0
・
さ
ら
に
、
こ
の
あ
と
、
ィ
ザ
イ
は
、
最
近
の
プ
ロ
イ
セ
ン
の
国
家
試
験
法
に
よ
れ
ば
、
外
国
法
が
課
せ
ら
れ
な
い
の
み
な
ら

ず
、
ロ

1
マ
法
の
地
位
も
後
退
し
、
逆
行
し
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る
。

ω
・
2
・
比
較
法
を
国
家
試
験
の
課
目
に
加
え
る
こ
と
は
、
比
較
法
学
者
の
長

年
の
悲
顕
で
あ
る
が
、
い
ま
だ
に
実
現
し
て
い
な
い
。

(
同
)
同
Nmゲ
ぬ
一
-
〉
戸
民
間
ω
Z
E
L
Z
D
Z
g会
m
r
E
L
2
H同月
Z
2
2四一
2
n
Eロ
m
L
U
N印・

ω
↓
ム

l一
∞
(
の
自
白
5
5匹
。
〉
え
m
R
5
国

之
i
↓
吋

)
U
H
N
7
2ロ
l

2
2
p
(
U
G自
習
3
2
2
F
ω
当

g
L
の口口町一円
E
C『
Fmgω
】
口
の
司
自
自
子

N
の
FFQwmcF
問
2
N
ω
N
(
一回
ω印
)
・
た
だ
し
、
ラ
l
ベ
ル
の
方
が
よ
り
批

判
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
イ
ザ
イ
は
、
ド
イ
ツ
で
従
来
実
際
的
比
較
法
と
し
て
行
な
わ
れ
た
も
の
を
低
く
評
価
す
る
の
み
な
ら
ず
、
然
る
べ
き
反
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説

響
な
し
に
お
わ
っ
た
比
較
法
促
進
の
た
め
の
努
力
を
評
価
し
な
い
」
と
し
て
い
る
。
河
ω
g
f
p
P
0・
ω・
5
〉
ロ
ヨ

3
・
そ
の
他
、
イ
ザ
イ
の
影
響

と
し
て
、

g
口
、
吋
司
U
P
S
-
門
町
・
問
者
・
一
回
吋
l
∞

u
E
5
5
2予
口
広
宮
町
四
四
仏
R
B
a
q口
3
2
ω
-
g任
問

Z
D
m
R
E
P
P
R間
一
月
巧
会

(一

UNU)-
一一山
0

・

(M門
〉
岡
山
r
E口問符
5
.
0℃・

n=.NωNl
∞・

(
日

U)
匂
吉
田
自
母
一
ω同
2
2
R
仏
日
開
L
E
F
二
ω
回

L
P
J
E
O白
l
∞
・
編
集
者
は
、
コ

l
ラ
l
、
マ
イ
ヤ
ー
な
ど
。
独
語
版
の
ほ
か
、
英
語
版
、
仏
語
版
も

あ
り
、
文
字
通
り
モ
ニ
ユ
メ
ン
タ
ル
な
刊
行
で
あ
る
。

(
村
山
)
イ
ザ
イ
の
ふ
れ
て
い
な
い
分
野
と
し
て
、
一
九

O
二
年
よ
り
は
じ
め
ら
れ
た
ド
イ
ツ
刑
法
改
正
の
た
め
の
外
国
刑
法
の
比
較
研
究
、
〈
。
ぉ
E
n
r
g岳

ロ
常
的
庄
一
口
口
四
分
ω
骨
三
官
軍
ロ

E
L
E
ω
E
D
L
H
m
n
r
g
ω
可
弘
司
会
F
一百円凶作

w-UO印
i
u
・
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
、
が
、
こ
の
仕
事
も
、
実
際
の
ド

イ
ツ
刑
法
の
理
論
と
実
務
に
は
ほ
と
ん
ど
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
対
V
E
E
R
S
-
G司
・
号
-Nω
印
・
な
お
、
こ
の
叢
書
の
刊
行
直
前
に
ラ
l
ト

プ
ル
プ
に
よ
り
書
か
れ
た
比
較
法
の
方
法
に
つ
い
て
の
小
編
、
同
州
邑
F
c
n
y
d
g円《
r
o
p向
2
5舟

ι
2
H
N
2
z
m
S門町一
2
n
Eロ
m-
去
D
E
2
8
rユ片付町ロ円

関
口

E
E官
三
宮
-
c
m
3
5仏
ω
E『円。争仲間内町
CHg-
一
uom-
ム

NN
は
一
読
に
値
す
る
。
本
稿
で
は
、
二

O
世
紀
以
後
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
比
較
刑
法

学
の
発
達
史
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
ふ
れ
な
い
こ
と
に
す
る
が
、
こ
の
点
で
は
、

r
R
r
o
n
F
肘
口
寄
付
E
E悶
・
〉
民
間
各

2

5
仏
忌
2
Z常
口
牛
耳

2
2
P耳目戸
g
Z円
m-Enrgm唱
一
回
目
印
(
斉
藤
金
作
訳
・
比
較
刑
法
に
つ
い
て
、
一
九
六
一
年
〉

n
ι
o
a
-
U
E
H
E
C同口同町ロ
;
g
gロ品目
n
F
2
5
ι
5
5
1

5
同日
0
5
5
句
S
P
R
E
E
F
a
r
c
H
m
p・
旬
・
一
∞
ω∞
i一回目
ω・
参
照
。
二

O
世
紀
前
半
の
比
較
刑
法
学
者
と
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
リ
ス
ト

(
F
E
N
ぐ
・
ピ
ω
N
F
5
2
1
5一
回
〉
と
ア
ド
ル
フ
・
シ
ェ
ン
ケ
(
〉
内
室
町

ω円
r
f
z
w
-
u
g
i一
8
3
を
逸
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

(
行
)
例
外
と
し
て
、
自
由
法
学
派
の
カ
ン
ト
ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
(
同
g
Z
5
3
n
N〉
が
ジ
エ
ニ
l
に
学
ん
だ
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る

o
M
N
r
2
5
5
P
毛・

2
戸
口
町

(
問
)
ド
イ
ツ
民
法
典
が
ど
れ
だ
け
比
較
法
研
究
の
所
産
で
あ
る
か
は
問
題
で
あ
る
。
法
典
編
纂
の
た
め
の
比
較
法
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
ベ
ル

ン
ヘ
フ
ト
の
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
(
北
法
二

O
巻
四
号
三
三
二
頁
参
照
〉
、
実
際
は
当
時
の
ド
イ
ツ
に
適
用
さ
れ
て
い
た
法
典
の
比
較
が
な

さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。

m
r
O
5回同
E
P
C司・

2
・
N
ω
?
?
な
お
、
近
時
デ
レ
に
よ
り
、
民
法
典
編
纂
に
対
す
る
比
較
法
の
役
割
の
重
要
性
に
つ
い
て

指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
実
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
ほ
か
、
ド
イ
ツ
法
系
に
属
す
る
ス
イ
ス
法
の
影
響
の
事
例
で
あ

る
o
u
g
p
U母
国
虫
可
ω問
仏
2
m
R
E
2
2
m
E
n
r
c口問

25LOCHω
門
官
口
初
2
Z
Lロ
日
出
口
口
号
ユ

γ
r
z
u
g
g
n
r
g
岡山

o
n
Z∞F
r
s
-
?
-
u白
0

・

ω
-
M印
iN∞
・
最
近
の
ド
イ
ツ
の
立
法
が
文
字
通
り
比
較
法
の
所
産
で
も
あ
る
の
に
較
べ
れ
ば
、
格
段
の
差
が
あ
る
。

(
悶
〉
悶

F
E
E
5
5・
0司
-
n
F
N
ω
吋・

論
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(
却
)
た
と
え
ば
、
イ
ザ
イ
の
講
演
の
中
で
、
国
家
主
義
は
け
っ
し
て
プ
ロ
イ
セ
ン
精
神
の
特
性
で
は
な
い
、
代
表
的
プ
ロ
イ
セ
ン
人
で
あ
る
カ
ン
ト
も
ヴ

ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
ン
ボ
ル
ト
も
フ
ォ
ン
・
シ
ュ
タ
イ
ン
も
、
国
家
主
義
と
は
関
係
は
な
い
、
シ
ユ
ワ
l
ベ
ン
人
で
あ
る
へ

l
ゲ
ル
が
そ
の
元
凶
で
あ

る
、
と
論
じ
て
い
る
o

』EMJ
戸内
w

・
c・
ω・
日
・

(
引
)
。
三
Nさ
H一一
σ
p
m
R
Z
2
2
m
-
g
n
r戸口町

5
r
D口江口角川口
S
F吋∞
W
Y
F
Fロ
日
開
庁
口
凶
作
口
宮
内
同
州
凶

m
R
Z己《凶作
P

一山田
?
ω
・一日一同・

(辺
)
M
N
r
E
E符
7
0℃
-
Z
-
M
ω
吋l
∞・

5
芯
区
・
な
お
、
法
学
の
国
際
的
孤
立
に
つ
い
て
は
、
英
米
法
系
の
方
が
は
な
は
だ
し
く
、
と
く
に
、
ア
メ
リ

カ
は
第
二
次
大
戦
ま
で
孤
立
を
続
け
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
戸
D
3ロ
N
3・
F
z
r
m
2戸内
4
・
2
J
p
r
r』・

8
?
∞
∞
∞
今
回
ム
印
)

U

岡山与。

f
cロ

ゲえん門戸沖
E

F
円
。
。
自
問
vmEC〈
ゆ
戸
ω語
"
ム
吋

(UD--
戸
問
。
〈
-
N
N吋(一回品吋〉

(
O
O
Z
s
-色
芯
〉
口
町
ω
と
N何
回
日
ω白)・

(
お
)
ド
イ
ツ
私
法
学
の
外
国
に
対
す
る
影
響
に
つ
い
て
は
、

ω円}ZRNU
開
5
2
2祖
母
三
R
7
2
N
2
F
-
E
C
r
H
S
K
F
E
F白
骨
-

mgny江
戸
件
。
ロ
ロ
品
。

agd〈日
7
3
2
・
ω
-
M町
内
向
・
参
照
。

(
付
出
〉
こ
の
点
、
北
川
善
太
郎
・
日
本
法
学
の
歴
史
と
理
論
、
参
照
。

回

ω印・

5
u
剛
山
ゅ
の

r
g
i

第
一
次
大
戦
後
よ
り
ナ
チ
ス
時
代
ま
で

1
1
ラ
l
ベ
ル
を
中
心
に

第
一
次
大
戦
か
ら
第
二
次
大
戦
勃
発
ま
で
の
こ

0
年
間
は
、
後
半
に
ナ
チ
ス
時
代
を
含
む
も
の
の
、

ド
イ
ツ
比
較
法
の
発
展
史
に

(2) 

お
け
る
躍
進
の
時
代
で
あ
り
、

一
挙
に
そ
れ
を
世
界
に
お
け
る
指
導
的
地
位
に
ま
で
高
め
た
時
代
で
あ
る
。
そ
の
発
展
は
多
角
的
に
な
さ

ドイツにおける比較法の発展

れ
た
こ
と
は
い
行
ま
で
も
な
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
指
導
者
で
あ
る
エ
ル
ン
ス
ト
・
ラ

l
ベ
ル

と
し
て
叙
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

(
何
百
回
片
岡
山
田
σ巾「

5
2
1
5
ω
ω
)
を
中
心

ラ
l
ベ
ル
は
世
界
都
市
ウ
ィ
ー
ン
に
生
ま
れ
た
。
法
学
を
ウ
ィ
ー
ン
の
ほ
か
、

一
八
九
九
年
に
、

v'
イ
4

ツ、

フ
ラ
ン
ス
で
も
学
び
、
早
く
よ
り
比
較

2 
法
的
素
養
を
身
に
つ
け
て
い
た
。

ロ
ー
マ
法
学
者
ル

l
ト
ウ
ィ
ッ
ヒ
・
ミ
ッ
タ
イ
ス
(
「

E
i
m
冨
5
2
)
に
招
か
れ

て
、
ラ
イ
ブ
チ
ッ
ヒ
で
学
者
と
し
て
の
生
活
を
は
じ
め
た
。
パ
!
ゼ
ル
、

ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
の
教
援
を
経
て
、

一
九
一
六
年
ミ
ユ

キ

ノレ

ン
ヘ
ン
大
学
の
教
授
と
な
っ
た
。
ヲ

l
ベ
ル
は
当
初
ロ
マ
ニ
ス
ト
と
し
て
出
発
し
た
が
、
彼
が
ま
さ
に
学
者
生
活
を
は
じ
め
た
頃
、

ド
イ
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説

ツ
で
は
民
法
典
が
成
立
、
施
行
さ
れ
て
、

ロ
ー
マ
法
は
現
行
法
と
し
て
の
意
義
を
失
っ
た
。
こ
の
た
め
、
当
時
の
ロ
マ
ニ
ス
ト
は
、

マ
法
を
歴
史
的
研
究
の
対
象
と
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
ラ
l
ベ
ル
も
こ
の
線
に
副
い
、

論

一
方
で
は
イ
ン
テ
ル
ポ
ラ
チ
オ
の
研
究
を
す

ロ
l
マ
法
を
古
代
比
較
法
史
と
し
て
研
究
し
た
。
ま
た
ラ
l
ベ
ル
は
ロ
ー

マ
法
と
近
代
法
と
の
関
係
に
も
注
意
を
払
い
、
民
法
上
の
制
度
を
学
説
史
的
立
場
か
ら
研
究
し
た
。
以
上
の
点
は
、
ラ

l
ベ
ル
の
比
較
法

す
め
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
パ
ピ
ル
ス
学
を
と
り
入
れ
、

を
理
解
す
る
た
め
の
不
可
欠
の
前
提
で
あ
る
。

か
く
し
て
、

ラ
1
ベ
ル
は
二

O
世
紀
初
頭
の
比
較
法
不
振
の
時
代
に
、
す
で
に
比
較
法
的
で
あ
っ
た
。

一
九

O
九
年
に
発
刊
さ
れ
た

H
N
r
2
2
R
Z
N
2
g
n
F
5
E『

N
E
-
ロロ門戸一司

E
N巾回田町巾円
Z
に
一
編
集
者
と
し
て
名
を
つ
ら
ね
、
そ
こ
で
指
導
的
役
割
を
演
じ
た
の
は
、
当

(
4
V
 

然
で
あ
っ
た
。

一
九
一
六
年
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
に
招
か
れ
る
と
同
時
に
、
バ
イ
エ
ル
ン
政
府
の
協
力
を

そ
こ
に
「
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
比
較
法
研
究
所

F
E
H
E
E円
同

2
r
Z
2
H
m
E
n
r
E
m
g
仏
q
d呂
志
E
H伊
丹

γ
E
R
Zロ
」
を
設

立
し
た
と
き
か
ら
は
じ
ま
る
。
こ
れ
は
当
初
は
さ
さ
や
か
な
規
模
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
日
的
は
、
何
大
学
法
学
部
に
お
け
る
比
較
法
教

育
に
あ
て
る
、
同
外
国
法
文
献
を
整
備
し
て
実
務
家
に
役
立
て
る
、

M
W
バ
イ
エ
ル
ン
の
裁
判
所
や
行
政
官
庁
に
対
し
国
際
私
法
事
件
の
解

ラ
l
ベ
ル
に
よ
る
比
較
法
の
組
織
的
研
究
は
、

え
て
、

決
に
必
要
な
外
国
法
に
つ
い
て
の
知
識
を
与
え
る
、
と
い
う
三
点
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
第
三
の
目
的
の
た
め
に
は
、
こ
の
程
度
の
規

模
の
研
究
所
で
は
全
く
不
十
分
で
あ
っ
た
。
な
お
、
ラ

l
ベ
ル
に
よ
る
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
比
較
法
研
究
所
の
設
立
と
ほ
と
ん
ど
時
を
同
じ

く
し
て
、
一
九
一
七
年
ハ
イ
ン
ス
ハ
イ
マ

l

(
穴
出
ユ

Z
2
5
r巾
F
E
R
-
5∞
ゆ

S
N
U
)

の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
よ
り
、

か
つ
て
ツ
ア
ハ
リ
エ
や

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
大
学
に
「
法
経
済
学
お
よ
び
比
較
法
研
究
所

F
E
E
H

E
吋同巾

n
Y
3
3
H
H
R
E
E
F
n
r巾
ロ
ロ
仏
門
巾
ロ
ゲ
仲
間

g
H
m
r
w
Zロ
骨

ω
z
e
g
L
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
当
時
す
で
に
比
較
法
の

継
続
的
研
究
の
必
要
性
は
一
部
の
先
覚
者
に
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

、
ッ
テ
ル
マ
イ
ヤ
!
の
活
躍
し
た
比
較
法
ゆ
か
り
の
地

ロ
'
l
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3 

さ
て
、
第
一
次
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
比
較
法
の
飛
躍
的
発
展
の
要
因
と
し
て
は
種
々
の
も
の
が
あ
る
。

)
 

'
i
 
(
 
精
神
的
要
因
と
し
て
は
、
敗
戦
と
戦
後
の
政
治
的
社
会
的
経
済
的
動
乱
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
の
法
律
家
に
と
っ
て
、
実
定
法
体
系
は

も
は
や
不
動
の
も
の
で
は
な
く
な
り
、
こ
れ
に
対
し
批
判
的
科
学
的
に
対
処
ぜ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
人
々
は
ま

さ
に
ド
イ
ツ
的
法
思
考
を
問
題
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
比
較
法
は
、
法
社
会
学
と
と
も
に
、
そ
の
た
め
の
有
力
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で

円

8
)

あ
っ
た
。

(2) 

ま
ず
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
講
和
条
約
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
混
合
仲
裁
裁
判
所
で
の
実
務
上
の
必
要
性
が
あ
げ

実
際
的
要
因
と
し
て
は
、

ら
れ
る
。
こ
の
仲
裁
裁
判
所
は
、

ド
イ
ツ
人
と
連
合
国
人
と
の
間
の
戦
前
契
約
お
よ
び
連
合
国
人
の
ド
イ
ツ
国
に
対
す
る
債
権
に
関
し
管

轄
権
を
も
ち
、
各
事
件
に
つ
き
ド
イ
ツ
と
連
合
国
か
ら
一
人
ず
つ
裁
判
官
が
参
与
す
る
ほ
か
、
中
立
国
の
裁
判
官
が
首
宰
し
た
。
こ
の
仲

裁
裁
判
所
の
当
初
の
判
決
は
ド
イ
ツ
に
と
り
不
利
な
も
の
が
多
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
ド
イ
ツ
の
裁
判
官
が
外
国
法
を
知
ら
な
い
上
、
ヴ

ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
正
文
は
英
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
よ
り
な
っ
て
い
る
た
め
、
も
と
も
と
ド
イ
ツ
に
と
り
不
利
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

(2) 

ツ
が
有
利
な
判
決
を
う
る
た
め
に
は
、
外
国
法
と
く
に
イ
ギ
リ
ス
法
と
フ
ラ
ン
ス
法
を
知
る
こ
と
が
急
務
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
に
政
府

に
よ
り
特
別
の
機
闘
が
作
ら
れ
、
全
国
の
学
者
が
動
員
さ
れ
、
研
究
に
あ
た
っ
た
。
そ
の
結
果
、

る
が
、
)
混
合
仲
裁
裁
判
所
の
判
決
は
次
第
に
ド
イ
ツ
に
有
利
な
も
の
と
な
っ
た
。

(
国
際
政
治
上
の
変
化
の
た
め
で
も
あ

ドイツにおける比較法の発展

第
二
の
実
務
上
の
要
因
は
、
第
一
次
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
外
国
貿
易
の
再
建
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、

(3) 

「
ド
イ
ツ
工
業
ラ

イ
ヒ
団
体

m
a
n
E
5
5
2仏
仏
向
。

2
仲
田
口
宮
口
同
ロ
仏

E
E巾
」
は
、

ベ
ル
リ
ン
大
学
教
授
パ
ル
チ

G
Sぇ
E
3
R
Y
E
お

lHse、

(
Z
2
ロH
F

口
y
d
R
P
H∞
吋

N
E合
)
お
よ
び
ヴ
ォ
ル
フ
(
呂
田

2
5
巧
C
5・
5
芯
l
呂
田
〉
の
協
力
を
え
て
、

「
外
国
法
情
報

ィ
ッ
ツ
ェ

セ
ン
タ
ー
〉

g
wロ
ロ
片
協
同
巾
巴
巾
宗
門
知
己
田
区
ロ
門
町
田
口
}
戸
巾
印
刷
N
2
7
と
を
設
立
し
、
外
国
法
に
関
す
る
問
い
あ
わ
せ
に
応
ず
る
ほ
か
、

よ
り
〉

E
Z含
R
Z
と
い
う
雑
誌
を
発
行
し
、
外
国
法
に
関
す
る
情
報
を
継
続
的
に
提
供
し
目
。
ま
た
、

一
九
一
九
年

そ
れ
よ
り
小
規
模
で
あ
る

ド

イア
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説

が
、
ド
イ
ツ
商
業
者
の
団
体
で
あ
る
「
ハ
ン
ザ
団
体
出
ggσ
ロ
ロ
企
も
、
同
種
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
ほ
か
、
雑
誌
、
。
2
2
N関
与
ロ
ロ
m

c
E
m
2
7
H
4
8
H
U
母
印
〉

E
F
E田〈
H
S
ω
1
5
2
)
を
刊
行
し
た
。

論

大
戦
後
は
、
公
法
の
領
域
に
お
い
て
も
比
較
法
の
必
要
性
を
痛
感
さ
せ
た
。

(4) 

一
九
一
九
年
に
制
定
さ
れ
た
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
は
ド

イ
ツ
で
は
は
じ
め
て
の
西
欧
型
憲
法
で
あ
り
、
こ
の
た
め
西
欧
諸
国
の
憲
法
と
の
比
較
が
重
要
と
な
っ
た
。
国
際
法
の
領
域
で
も
、
大
戦

後
、
諸
外
国
と
の
関
係
を
再
建
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
国
際
司
法
裁
判
所
の
設
置
に
よ
り
、
国
際
法
は
「
文
明
諸
国
に
よ
り
承
認

さ
れ
た
法
の
一
般
原
則
」
に
も
と
づ
く
こ
と
に
な
っ
た
が
(
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
三
八
条
C
)、
そ
の
た
め
に
は
国
際
法
と
比
較
法
の

協
力
が
必
要
と
な
っ
た
。

し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
諸
要
求
を
み
た
す
た
め
に
は
、
従
来
程
度
の
小
規
模
の
研
究
機
関
で
は
全
く
不
十
分
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
、

カ
イ
ザ

l

・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
両
比
較
法
研
究
所
の
設
立
が
要
望
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
で
は
、
す
で
に
一
九
一
一
年
に
自
然
科
学
の
研
究
を
促
進
す
る
た
め

4 

「
カ
イ
ザ
l

・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
科
学
振
興
協
会

烈
包
括
同
!
巧

HF巾
E
C
g巾
--R宮町件

N
R
E
E巾
E
ロ
m
舟
円
巧
仲
間
間

g
R
E同
窓
口
」
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
の
協
会
は
、
主
と
し
て
国
庫
の
補
助

を
受
け
る
が
、
国
と
は
独
立
の
団
体
で
あ
り
、
当
初
は
自
然
科
学
関
係
の
研
究
専
門
の
研
究
所
を
設
置
、
運
営
す
る
の
が
目
的
で
あ
っ

た
。
そ
れ
ら
の
研
究
所
は
、

ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
等
の
国
際
的
学
者
を
集
め
、

た
ち
ま
ち
世
界
的
名
声
を
博
す
る
に
至
っ
た
。
第
一
次
大

戦
後
、
協
会
は
社
会
・
精
神
科
学
の
方
面
に
も
進
出
し
た
。
大
規
模
な
図
書
館
と
多
く
の
ス
タ
ッ
フ
を
必
要
と
す
る
比
較
法
研
究
に
と
っ

て
は
、
こ
の
カ
イ
ザ
l

・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
協
会
の
研
究
所
と
し
て
発
足
す
る
こ
と
が
望
ま
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
関
係
者
の

努
力
に
よ
り
、

一
九
二
五
年
ベ
ル
リ
ン
に
「
カ
イ
ザ

1

・
グ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
外
国
公
法
・
国
際
法
研
究
所
開
包
括
H
l
当
日
正
B
F由
主
巳

E
H
E凹
E
E
-
R
r
g
丘町巾

E
Z
n
v
g
m
2
Z
ロ
ロ
仏
〈
。
-w巾
同
同
巾
口
宮
(
以
下
「
比
較
公
法
研
究
所
」
と
略
称
)
」
、
翌
二
六
年
「
カ
イ
ザ

1
・

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
外
国
私
法
・
国
際
私
法
研
究
所
烈
包
括
円
l
者己
r己
S
F
3
2仲
宗
門

2
田
区
ロ
仏
政

Y
2
5ぇ
E
Z
E阻止。ロ即日巾印刷
ν
巴

g片岡巾
nz
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(
以
下
、

「
比
較
私
法
研
究
所
」
と
略
称
)
」
が
設
置
さ
れ
た
。
前
者
の
初
代
所
長
は
ブ
ル
ン
ス
(
〈
FWZ
叶∞
E
ロ
田
)
、
後
者
は
ラ
l
ベ

ル
で
あ
っ
た
。
両
研
究
所
は
た
が
い
に
協
力
し
て
、
そ
の
後
ド
イ
ツ
に
お
け
る
比
較
法
研
究
の
中
心
機
関
と
し
て
発
展
を
続
け
、

O
年
「
マ
ッ
ク
ス
・
。
フ
ラ
ン
ク
研
究
所

Z
Z
1
2
2品
l
H
E
t
z
t
と
改
称
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

一
九
五

以
下
、
主
と
し
て
カ
イ
ザ
1

・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
比
較
私
法
研
究
所
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
機
構
や
活
動
に
つ
い
て
眺
め
る
こ
と
に
し
た

、。、
し

こ
の
研
究
所
は
、
当
初
は
ラ
1
ベ
ル
の
指
導
の
下
に
、
ハ
イ
マ
ン

(
z
a
B
Eロ
)
、
テ
ィ
ッ
ツ
ェ
、
ヴ
ォ
ル
フ
三
教
授
を
顧
問
(
巧

5
3
1

お
よ
び
助
手
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
た
。
研
究
員
は
各
自

R
E
E
F
n
Z
H凶巾
E
Z
H
)
と
し
、
若
干
名
の
同
耐
え
巾
月
旦
と
称
す
る
研
究
員
、

特
定
の
部
門
ま
た
は
外
国
法
を
専
攻
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
全
体
と
し
て
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
は
か
ら
れ
た
。
研
究
対
象
と
し
て
の
外

国
法
は
一
応
制
限
は
な
い
と
さ
れ
た
が
、
英
米
法
の
研
究
に
と
く
に
重
点
が
お
か
れ
た
。
ソ
ビ
エ
ト
法
お
よ
び
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
は
研
究

対
象
外
に
お
か
れ
、
ア
ジ
ア
法
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
蔵
書
数
は
急
速
に
増
加
し
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
大
の
比
較
法
研
究
所
と
な
っ
た
。

一
九
三
五
年
当
時
、
比
較
公
法
研
究
所
の
蔵

書
を
合
わ
せ
て
計
一
八
万
冊
、

ドイツにおける比較法の発展 (2) 

さ
て
、
こ
の
研
究
所
は
当
初
よ
り
つ
ぎ
の
よ
う
な
活
動
を
し
た
。

政
府
に
対
し
、
立
法
の
準
備
の
た
め
の
比
較
法
的
資
料
を
提
供
す
る
。

(3) (2) (1) 

法
律
改
正
や
外
国
貿
易
上
の
重
要
問
題
に
関
し
、

ド
イ
ツ
商
工
業
の
中
央
機
関
に
勧
告
を
行
な
う
。

外
国
の
機
関
と
協
力
し
て
、
法
の
国
際
的
統
一
を
準
備
す
る
。
具
体
的
に
は
、
国
際
連
盟
の
補
助
機
関
と
し
て
一
九
二
六
年
に
ロ

ー
マ
に
設
立
さ
れ
た
私
法
統
一
国
際
協
会
と
協
力
し
て
、
国
際
動
産
売
買
の
統
一
の
た
め
の
仕
事
が
続
け
ら
れ
た
。
ラ
1
ベ
ル
に
よ
り
一

九
三
五
年
に
第
一
次
草
案
が
作
成
さ
れ
、
三
六
年
に
は
「
商
品
売
買
法
口
出
回
河
合
宮
門
官
巧
日

g
E
C町
田
」
の
第
一
巻
が
刊
行
さ
れ
た
。

こ
の
仕
事
は
戦
前
に
お
け
る
研
究
所
の
も
っ
と
も
重
要
な
貢
献
で
あ
る
と
い
え
る
。

北法21(1・81)81



説

係
争
中
の
事
件
ま
た
は
渉
外
取
引
上
の
実
際
的
法
律
問
題
に
関
連
し
て
、
外
国
法
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
。
鑑
定
書
(
の
戸
片

山
門

Z
g
)
の
作
成
が
そ
の
主
な
仕
事
で
あ
る
。

外
国
の
立
法
、
判
例
お
よ
び
学
説
の
発
展
に
つ
い
て
最
新
の
情
報
を
提
供
す
る
。

内
外
の
学
者
の
利
用
に
供
す
る
た
め
に
、
文
献
上
の
デ
ー
タ
を
整
備
し
、
必
要
な
資
料
を
提
供
す
る
。

(4) 

論

(5) (7) (6) 

一
九
二
七
年
よ
り
機
関
誌
と
し
て

N
Z
R
Y正片

E
H
E田
区
ロ
島

R
r
g
cロ
【
ご
ロ
Z
5
2
2
5日巾印刷
V
E主
i

円
巾
円
宮
(
閉
山
与
巴
由

N
2
2口
YH仲
間
与
を
発
刊
し
た
。

以
上
の
目
的
の
た
め
に
、

以
上
の
ほ
か
、
そ
し
て
こ
れ
が
も
っ
と
も
重
要
な
仕
事
と
さ
れ
る
が
、
研
究
員
自
身
の
、

制

ま

た

は

研

究

所

の

チ

ー

ム

ワ

ー

ク

に

よ

る
固
有
の
研
究
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
研
究
叢
書
、
回
巾
伊
丹
吋
ぽ
巾
N

ロ
ヨ
白

S
E
E
-
R
r巾
ロ
ロ
ロ
門

H
H
E
R
E
H
F
O
E
-
s

H
)

同
町
白
々

2
Z
が
刊
行
さ
れ
た
。

制

カ

イ

ザ

l

・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
研
究
所
は
研
究
専
門
の
機
関
で
あ
る
の
で
、
比
較
私
法
研
究
所
も
、
原
則
と
し
て
教
育
に
は
タ
ッ
チ

し
て
い
な
い
。
そ
の
代
り
に
各
地
の
大
学
に
設
立
さ
れ
た
研
究
・
教
育
の
た
め
の
比
較
法
研
究
機
関
の
研
究
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を

果
た
し
て
い
る
。

比
較
法
研
究
者
お
よ
び
実
務
家
の
養
成
機
関
と
し
て
機
能
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
諸
目
的
を
比
較
私
法
研
究
所
は
確
実
に
遂
行
し
、
設
立
後
た
だ
ち
に
世
界
的
な
名
声
を
う
る
に
い
た
っ
た
。
そ
れ
は
、

。。ラ
l
ベ
ル
の
卓
越
し
た
指
導
力
と
、
彼
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
す
ぐ
れ
た
研
究
員
の
活
躍
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

「
hn

、。

φ
人
、
しか
く
し
て
、

一
九
二

0
年
代
の
後
半
か
ら
三

0
年
代
に
か
け
て
、

カ
イ
ザ

l

・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
比
較
私
法
研
究
所
を
中
心
と
し
て
、
比

較
法
に
関
す
る
ラ

l
ベ
ル
学
派
が
成
立
し
た
。
そ
れ
は
方
法
論
的
に
ど
の
よ
う
な
特
色
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
次
号
に

北法21(1・82)82
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説

(
6
)

こ
の
研
究
所
は
、
そ
の
後
数
度
に
わ
た
っ
て
名
称
を
変
更
し
た
が
、
着
実
に
発
展
し
、

F
3
Z汁

E
H
E
ω
E
E
R
F
E
E
L
5
R円
ECOB-g-UHF-

2
7
5
L
J司
王

ω口宮町神的円。口広
ι
q
C
2
2
5
H
E
同氏門凶作ロ
u
何
お
と
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
一
九
六
七
年
に
は
そ
の
五

O
周
年
を
-
記
念
し
て
、
如
何
nrgー

ィ

q
m
-
a
n
E口問

E
L
F
n
r
a
s
a吾作伊丹
-
w
Eロ四
-
F
m
Z
E『
;
戸
ヨ
印
口
芯
可
仲
間
。
ロ
切
何
回
宵
宮
口
:
・
:
・
を
発
刊
し
た
。
そ
の
冒
頭
に
掲
載
さ
れ
た
こ
論

稿
、
の

5
2
2
2・
〉
日
仏
耳
目
任
問
g
n
E各
宮
内
同
日
因
。

r
r
F月
間
耳

T
8
2
Z
F
〉
E
F
P
L問
R
Z
ハ
-u-吋
lZω
∞
〉
山
河
3
5
2・
0
g
r
a
g同

町民

E凹
E
邑
R
Z
m
g
ι
5
5
5
t
D
E
E
P
-巳
l
g
ι
J司
王
将

E
P
R
o
n
z
ι
R
Cロ
ミ
白
色
台
出
巳
仏
OFO『
m
-
u一
γ
一回目吋・

H
w
s
m
R
Z
T

R
E
E
-福
岡

F口
宮
は
、
こ
の
研
究
所
の
歴
史
を
詳
細
に
叙
述
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
こ
の
研
究
所
は
一
九
一
八
年
所
長
と
し
て
明
日
仏
ユ
各

同白ユ

Z
2
r
R
r
R
(一∞吋
Nl一回目
ω〉
を
迎
え
た
。
ノ
イ
ベ
ツ
カ
ー
は
つ
と
に
近
代
法
の
比
較
に
関
心
を
有
し
、

N唱
g
m
g
ι
z
c
g
g邑

5
H
R
Z凹
l

〈

R
m
E
n
r
g
L
q
u日
ω豆
一
戸
ロ
間
w

ケ

-u-ouOR
開
7
0
i
ロロ門日明

H『
4
0
円可

m
w
m
H
g
g
R自
民
FC白
色
。
ロ
〈
耳
目
拘
冊
目
肖

-
-
u一
品
・
に
お
い
て
、
ゲ
ル
マ
ン
、

?
1
7
ン
、
ス
ラ
プ
三
法
系
に
分
け
て
叙
述
を
し
、
法
系
論
に
つ
い
て
の
先
駆
的
役
割
を
果
た
し
た
ハ
こ
の
説
は
、

mEnvymロ
ヌ
ハ
七
六
頁
注
目
〉
、

ω・一
ω
-
R
に
よ
り
承
継
発
展
〉
。
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
で
の
仕
事
の
中
心
は
、
ス
カ
ン
ジ
ナ
ピ
ア
売
買
法
の
代
表
的
体
系
書
の
ド
イ
ツ
版

k
g血
P

ロ
自

ωrm邑
5
2
H
ω
n
Z
同
E
F
2
Z
-
ω
∞【目。・

3NN
の
出
版
で
あ
っ
た
。
ノ
イ
ベ
ツ
カ
l
の
死
後
は
、
ハ
イ

γ
ス
ハ
イ
マ
!
と
グ
ツ
ツ
ヴ
ィ
ラ
1

(
一
∞
∞
∞
1
・
国
際
私
法
学
者
と
し
て
著
名
、
比
較
波
理
論
に
関
す
る
論
文
は
、
開

F
B
g
s
ι
司
列
2
v
g円四
F
S
E
に
収
録
さ
れ
て
い
る
〉
が
協
力

し
て
研
究
所
を
運
営
し
た
。

N
E
-四
日
仲
間
仏

2

F
問。

2

2
の
編
集
が
そ
の
間
の
重
要
な
貢
献
で
あ
る
。
ハ
イ
ン
ス
ハ
イ
マ

l
は
一
九
二
九
年
に
死

亡
。
グ
ツ
ツ
ヴ
ィ
ラ
l
は
一
九
三
四
年
ナ
チ
ス
に
追
わ
れ
て
、
ス
イ
ス
に
戻
り
、
そ
の
あ
と
は
、
著
作
権
法
の
権
威
と
し
て
知
ら
れ
る
肘
己

m
g
c
-
B司

(一吉

ω
|
)
が
所
長
と
な
る
。
な
お
、
六
七
年
現
在
、
巧

ω
Z
(一回。
ω
|
)
・
ω
g
n
r
c
u
M
N
|
)
・
z
a
E
E母
同
(
↓
旧
日
一

ll)
三
教
授
が
所
長
、
蔵

書
数
は
三
万
六
千
冊
で
あ
る
。

(

7

)

以
上
の
両
研
究
所
よ
り
先
に
、
一
九
一
四
年
キ
l
ル
大
学
に

Z
5
5
q
a
に
よ
り
烈
即
日
開
E
n
z
p
g
g
R
E
H
F
Z
S
E
C
E
}
g
m
o
n
Z
(
一
九

一
八
年
よ
り
、
現
在
の
名
称
で
あ
る

r
a
g昨

E
H
F
gロえ
H
O
E
-
g
m円
宮
と
な
る
〉
が
創
設
さ
れ
た
。
こ
れ
は
国
際
的
法
宇
宙

5
5
E
p
o
s
-。

HF2}MY
狭
義
の
国
際
法
の
ほ
か
、
国
際
私
法
、
比
較
法
お
よ
び
法
の
統
一
を
ふ
く
む
〉
の
研
究
の
促
進
を
目
的
と
し
て
お
り
、
比
較
法
研
究
所
と
し

て
の
機
能
も
果
た
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
研
究
所
は
、
そ
の
後
は
主
と
し
て
国
際
法
の
研
究
所
と
し
て
発
展
を
続
け
、
一
九
六
四
年
に
五

O
年
祭
を
祝
い
、
聞
記
ロ
『
N
戸

m
v
r
z
r
s
g同町ロ
H
F
g
B
E
E
T協同
F
2
z
s
ι
2
C
2
5
E
S同
白
色
・

5
8
を
発
行
し
た
。
現
在
、
蔵
書
は
五
万

冊
を
超
え
、
西
ド
イ
ツ
で
は
マ
ッ
ク
ス
・
ブ
ラ
ン
ク
公
・
私
法
問
研
究
所
に
つ
ぐ
蔵
書
数
を
誇
っ
て
い
る
。
以
上
、
こ
の
研
究
所
の
歴
史
に
つ
い
て
、

切
ロ
ロ
ぽ

5
m
F
包
』
与
詰
ゲ

ω
Z
5
E
H
Hロ件。
H
E
r
s巳
自
河
内
円

E
E
ι
2
Cロミ
q
E
E
自
己
w

】

N
-
u
E
-
N
g
参
照
。
な
お
、
キ
ー
ル
に
は
一
九

論

北法21(1・84)84



(2) 

一
六
年
以
来
、

r
s
z
Z
C
H
ω
2
2
H
F
Z
E
L
毛
色
件
当
吉
田
E
P
が
あ
り
、
そ
の
中
に
は
、
法
律
関
係
の
文
献
も
集
め
ら
れ
て
い
る
。

(
8
)
岡
山

r
o
F
5
3
P
D司・

2
・
Nω
∞lu
・
た
だ
し
、
結
果
に
お
い
て
、
こ
れ
が
ど
れ
だ
け
成
功
し
た
か
は
問
題
で
あ
り
、
今
日
の
西
ド
イ
ツ
法
学
は
な
お
こ

の
問
題
に
直
面
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

(

9

)

そ
れ
ら
の
研
究
は
、

F
H宮
r
と
吋
ユ
毛
色
の
編
集
す
る

K
F
r
Eロ
L
F
a
s
N
G
B
F
H
E
F
5
5
3
m
m
と
し
て
公
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
、

HN印
『
ぬ
「
同
2
r
a
s
a
-
a
n
r戸ロ四

40吋
門
戸
自
の
ゆ
HHHFREgωnyF&回四司ル
n
v
a
g
r
p
-
U
N
ω
(の
自
ω自
白
色
定
〉
C
F
E
N何
回
印
口
氏
・
〉
が
あ
る
。
ラ
l
ベ

ル
自
身
、
こ
の
混
合
仲
裁
裁
判
の
ド
イ
ツ
側
裁
判
官
を
つ
と
め
る
な
ど
大
い
に
活
躍
し
た
。

(叩

)
M
N
F
2
5
5
p
o司
-
n
F
E
-
-
N・

(
け
〉
パ
ル
チ
ら
三
教
授
が
こ
の
雑
誌
を
編
集
し
た
の
は
、
五
年
目
こ
九
二
四
年
〉
の
中
途
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
、
こ
の
雑
誌
の
内
容
は
著
し
く
充

実
し
た
が
、
一
九
二
六
年
に
発
展
的
解
消
。
以
後
は
河
ω
r
o
r
N
2
z
r口
止
に
吸
収
さ
れ
た
。
な
お
、
パ
ル
チ
は
ロ
マ
ニ
ス
ト
で
あ
る
が
、
古
代
比
較

法
史
の
ほ
か
べ
近
代
ス
イ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
法
に
も
関
心
を
有
し
、
第
一
次
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
比
較
法
の
発
展
に
つ
い
て
、
ラ

1
ベ
ル
と
と
も

に
指
導
的
役
割
を
果
た
し
た
。
追
悼
文
と
し
て
、

P
5
m
m
r
E
F
C。
s
g
g乙
吉
〉
ゲ
官
ロ
丘
出
口
問
g
-
M
m
『
同
司

hFEσ
「

ω
E
F問
ミ

N
(問
。
目
・
〉
rH・〉

E
-
合
・
〈
・
テ
ィ
ツ
ツ
ェ
の
比
較
法
関
係
の
業
績
に
つ
い
て
は
、
国
々
包

g
p
出
2
5
n
V
H，
H
5
2
5
M
ω
・
C
E
D
Z円

E
A
M
-
E
E
m
N
Z
(
-
E
G
-

〈
l
〈
回
参
照
。
ヴ
オ
ル
フ
に
つ
い
て
は
、
北
法
一
一
巻
一
号
一
一
五
頁
参
照
(
も
っ
と
も
、
ヴ
オ
ル
フ
は
ベ
ル
リ
ン
時
代
に
す
で
に
比
較
法
に
対
し

深
い
関
心
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
附
加
し
た
い
)
。

(
ロ
〉
問

7
2
E
S
E
-
O司
-
n伊丹
-
N品
Mlω
・

(
日
)
阿
川
7
2
5
R
5・
0司
-
n
x
-
Nお

u
m
mゲ
m
f
m
s
r
Z
4
2
m
-
E
n
rロ
ロ
間
口
宮
田

5
R『ロ
ω巳
D
E
r
-同
2
7
g官。
nr戸口
m-
剛
山

ω『命
}
ω
N
-
(
-
U
N
3
・印

(の命的

ωヨ
ヨ
巳
序
〉
口
問
ω杭同
NO
回
一
〉
引

W
E
E
-
〈
grσ
口
百
}
民
俗
r
H
N
2
Z
S
Lロロロ問
-
N岳
mnZ民
仲

間

ι円

Eω
寂ロ

L
M
m
R
y
g
a
r
E
z
n
r
z
m一2
Z
ロロ仏

〈
町
出
『
同
H
R
E
-
(
-
U
M
U
)
w
-
F
園

(
-
8
3
・
会
印
・
後
二
者
は
、
ヵ
イ
ザ
l

・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
両
研
究
所
の
初
代
所
長
に
よ
り
執
筆
さ
れ
た
、
そ

れ
ぞ
れ
の
機
関
誌
の
巻
頭
論
文
で
あ
る
。

(
M〉
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
世
界
最
初
の
本
格
的
比
較
法
研
究
所
と
い
わ
れ
る
リ
ヨ

γ
大
学
比
較
法
研
究
所
が
ラ
ン
ベ
ー
ル
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
の
が
一
九
二

O
年
、
さ
ら
に
レ
ヴ
ィ
・
ユ
ル
マ
ン
(
戸
臥

did--BBロ
〉
に
よ
り
パ
リ
!
大
学
比
較
法
研
究
所
が
設
立
さ
れ
た
の
が
一
九
コ
二
年
で
あ
り
、
ま
さ
に

当
時
は
そ
の
よ
う
な
時
期
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

(
日
)
比
較
公
法
研
究
所
は
、
戦
争
の
被
害
を
受
け
た
後
、
戦
後
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
移
転
し
た
。
現
在
の
所
長
は
冨
S
E。
一
九
六
六
年
当
時
の
蔵

ドイツにおける比較法の発展
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(2) 

七

O
年
現
在
の
マ
ッ
ク
ス
・
ブ
ラ
ン
ク
比
較
私
法
研
究
所
は
総
数
三
、
四

O
名
の
共
同
研
究
者
を
有
し
て
い
る
。

(
円
)
こ
の
部
門
に
つ
い
て
は
独
立
の
研
究
機
関
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
プ
レ
ス
ラ
ウ
の
。
弘
2
3宮
i
H
E
E三
に
ゆ
ず
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
第
二
次

大
戦
前
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
研
究
は
プ
レ
ス
ラ
ウ
の
研
究
所
を
中
心
と
し
て
発
展
し
た
。
機
関
誌
と
し
て
、
一
九
二
五
年
よ
り

N
E
R
Vロ
P
E
H
S
R日
c
Z
F
m
n
r
g
H
N
2
Z
を
発
刊
。
二
七
年
よ
り
、
ベ
ル
リ
ン
で
発
刊
さ
れ
て
い
た

Cm可
2
Z
と
合
併
、

N
Z
R
Z
5
E円
。

ω
7

3
n
E
と
な
り
、
一
一
一
四
年
ま
で
継
続
し
た
。
そ
の
後
は
、
ふ
た
た
び

N
Z閉
会
民
こ
E
B
R
5
8
2
R
r
g
列

R
Z
と
し
て
、
一
九
四
四
年
ま
で
続
い
た
。

第
一
次
大
戦
後
よ
り
一
九
三
四
年
頃
に
い
た
る
ま
で
の
ド
イ
ツ
の

Oω
可
2
Z
研
究
の
水
準
は
国
際
的
に
も
高
く
-
評
価
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
研
究
史
に

つ
い
て
は
、

ζ
2
5
n
y
〉
g
L
2
司
忌
Z
2
ι
2
骨
三
m
n
r
g
Oえ円。
n
Z氏。円
R
r
c口問・

γ
r
H
r
E
r
E叶
。
ω可
2
Z
〈
回

¥
N
〈
一
∞
ミ

γ
プ
西
ド
イ

ツ
に
お
け
る
研
究
の
現
状
に
つ
い
て
は
、

Z
R
S
F
U可
。
印
可
⑦
nzm『
2
R
r
c口問
5
仏
耳
切
ロ
ロ
ハ
-
g
H
G
G
Z
F
r
u
g時
ω
n
z
g
L
u
o
m
H
2
5宮
l
M
N
R
E
一
ω

ハ一

8
3
・
N
M
ω

参
照
。
こ
の
問
題
は
別
稿
(
ス
ラ
ヴ
研
究
一
五
号
に
発
表
の
予
定
)
で
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
マ
ッ
ク
ス
・
ブ
ラ
ン
ク
比

絞
私
法
研
究
所
は
、
現
在
は
、
ソ
ビ
エ
ト
お
よ
び
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
専
門
研
究
員
を
数
人
擁
し
て
い
る
。

(
却
)
ア
ジ
ア
法
に
つ
い
て
は
、
現
在
に
お
い
て
も
対
象
外
に
お
か
れ
て
い
る
。
中
国
法
に
つ
い
て
は
、
近
く
専
門
家
を
う
る
見
込
が
あ
る
が
、
日
本
法
に

つ
い
て
は
見
透
し
が
た
た
な
い
。
し
か
し
、
文
献
蒐
集
の
意
欲
は
う
か
が
わ
れ
る
。

(
引
)
マ
ヅ
ク
ス
・
ブ
ラ
ン
ク
比
較
私
法
研
究
所
は
、
一
九
六
六
年
当
時
、
一
二
万
五
千
冊
の
図
書
と
七

O
O種
の
定
期
刊
行
物
を
有
し
て
い
る
。
数
か
ら

い
え
ば
、
二
二

O
万
冊
の
ア
メ
リ
カ
国
会
図
書
館
ロ

l
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
や
一

O
O万
冊
の
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ロ

l
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
遠
く
及
ば
な
い
の
み

な
ら
ず
、
日
本
の
一
流
大
学
の
法
学
部
図
書
館
に
も
劣
る
が
、
必
要
な
も
の
が
よ
く
揃
っ
て
い
る
点
で
は
、
世
界
的
に
定
評
が
あ
る
。
筆
者
自
身
の
体

験
も
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
。

(
幻
)
戦
前
で
は
、
株
式
会
社
法
の
改
正
の
た
め
の
国
主
2
2
p
り
お
〉
}
色
。
2
2
E
ι
2
の
ゆ
問
。
口
語
ω
F
3
2
が
有
名
。
な
お
、
ハ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
(
一

九
一
七
|
)
は
戦
後
E
E
C
の
指
導
者
と
し
て
活
躍
。
戦
後
で
は
、
一
九
五
九
年
に
作
成
さ
れ
た
人
格
権
の
保
護
と
借
家
法
に
つ
い
て
の
二
つ
の
報
告

書
(
前
者
は
、

U
耳
目
三
-
B
n
Z
F
Z
p
a
r
r
r
r
2
2
1
5
L
開
F
E
R
E
R
E
Hり
E
口
町
E
円
}
Y
L耳

ωnr司
氏
N-
開口問
F
E
E
L
仏
司
〈
2
2ロ仲間有ロ

ω
g
m
H
g
Sロ
〉
S
E
r
-
3
8
と
し
て
公
刊
)
、
そ
の
他
、
男
女
同
権
に
関
す
る
多
く
の
論
稿
が
あ
る
。

(
回
)
た
と
え
ば
、
銀
行
寄
託
法

a
s
E命唱
。
可
耳
目
H
C
に
つ
い
て
の
比
較
法
的
リ
ポ
ー
ト
。
岡
山
与
己

N
4
Q
S
S
A品
目
・
最
近
で
は
、
危
険
責
任
に
関
す

る

N
3
-
m
E
戸
関
門

M
H
N
-
U
5
E岳
民
口
同
町
戸
町
問
。
z
z
z
n
Z
〉ロ
}
ω
m
3
5
仏
自
制
巧
の
iHhFロ仏内
5
8
5。
5
H
Wロ
m
-
E
L
E
L
L
Oロ
〈
2
2
2
m
H
g

〈

O
ロ
〉
目
。
円
安
p
一回目白.
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診i

(
討
)
こ
の
仕
事
は
、
ド
イ
ツ
の
国
際
連
盟
脱
退
に
よ
り
研
究
所
の
手
を
離
れ
た
が
、
戦
後
も
継
続
し
、
一
九
六
四
年
、
「
国
際
動
産
売
買
に
関
す
る
統
一

法
」
お
よ
び
「
国
際
動
産
売
買
契
約
締
結
に
関
す
る
統
一
法
」
と
し
て
成
立
を
み
た
。
そ
れ
と
前
後
し
て
、
こ
ん
ど
は
売
買
契
約
の
実
質
的
有
効
要
件

に
つ
い
て
の
統
一
法
の
準
備
が
マ
ッ
ク
ス
・
ブ
ラ
ン
ク
比
較
私
法
研
究
所
に
委
託
さ
れ
た
。
研
究
所
は
、
一
九
六
八
年
二
巻
か
ら
な
る
報
告
書
、
口
市

g
民
日
正
一
ゅ
の
三
宮
間
宮
5
A
3ロ
関
E
守

R
可酔
m
g
を
刊
行
し
た
ほ
か
、
統
一
法
の
試
案
を
公
表
し
た
。

H
U
σ
o
F
N
ω
N
(
一回目∞)・

NO一
戸
口
・

ω合町内・

(
お
)
情
報
・
鑑
定
活
動
は
こ
の
研
究
所
の
存
在
価
値
を
高
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
最
初
の
七
年
間
に
作
成
し
た
情
報
・
鑑
定
は
四

O
O件
に

す
ぎ
ず
、
第
二
次
大
戦
後
の
(
一
九
五
三
年
よ
り
五
八
年
に
い
た
る
)
年
平
均
に
等
し
い
。
研
究
所
は
設
立
以
来
一
九
五
九
年
ま
で
の
間
に
合
計
六

O

O
O件
の
外
国
法
に
関
す
る
情
報
・
鑑
定
を
作
成
し
た
。
一
九
五
九
年
以
後
は
そ
の
数
は
減
少
し
た
と
さ
れ
る
。

U
2
F
(注
目
)ω
・
三
『
・
し
か
し
、

研
究
員
の
側
か
ら
み
る
と
、
鑑
定
活
動
(
現
在
で
も
研
究
所
の
活
動
の
四

O
Mを
占
め
る
と
さ
れ
る
)
は
自
由
な
研
究
に
と
っ
て
負
担
と
な
ら
な
い
わ

け
で
も
な
く
、
今
後
に
問
題
を
残
し
て
い
る
。
何
百
間
内
3
・
0
司・

2
・
念
品

2
凶作』・

(
お
)
代
表
的
な
業
績
と
し
て
、
同
邑
3
・
由
主
5
m
g
耳
目
L
q
B
n
r
z
sぬ
-anrg仏
g
H
L符
包
Z
H
一∞吋
D
I
E
M∞・

3
8
が
あ
る
。

(
幻
)
戦
前
に
お
け
る
資
料
集
の
出
版
と
し
て
は
、
国
際
私
法
の
判
例
集
、

U
5
ι
2
Z
Z
F
n
r
g胃
R
Eロ
岡
町
民
門
凶
作
自
の
各
庁
Z
L
2
5件。
H
E
E
D
E一g

P
H
S可
2
7
2
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
二
年
毎
に
ま
と
め
て
出
版
さ
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
戦
後
に
は
、
さ
ら
に
東
西
ド
イ
ツ
間
の
国
際
私
法

上
の
判
例
を
集
め
た
り
3
r日間
-
r
g
E
g
m
仏耳門日
E
Z
Z口
開
口
仲
良
宮
正
E
m
S
2
5
5
R
R
O
E
-
z
p
F
S可
。
口
宮
、
が
一
九
五
六
年
以
来
ほ
ぼ
隔

年
ご
と
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
一
九
五
一
年
以
来
、
富
三
g
m
E
3
8
5
2回
E
E
M
R
Zロ
E
L
5芯
5
2
8巳
g
M
V
2
2可
R
Z
が
刊
行
さ
れ

た
。
外
国
法
典
(
ギ
リ
シ
ア
民
法
、
イ
タ
リ
ア
民
法
)
の
翻
訳
の
ほ
か
、
と
く
に
豆
島
民
O
F
ρ
5一一
g
品
2

5芯
5
5
9
E一g
Hよ
2
可
2
7
2
が
重

要
で
あ
る
。
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mお
必
)
こ
の
雑
誌
は
、
従
来
刊
行
さ
れ
て
い
た
比
較
法
関
係
の
雑
誌
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〈
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ω将円
rEωえ同含宮岬g包ω乙-F伶各r円
耳
伶
の
三
誌
を
吸
収
し
、
比
較
法
に
関
す
る
中
央
誌
と
し
て
発
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
刊
行
目
的
に

つ
い
て
は
、
削
N
m
g
f
N日
目
ロ
E
Y
E口問・同州各。一
ω
N
一
つ

U
N
3
一
(
の
g
m
g
g
ω
}円
。
〉
広
島
同
NO
園

ω一
)
参
照
。
今
日
、
比
較
法
に
関
す
る
世
界
で
も

っ
と
も
権
威
あ
る
雑
誌
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
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り
、
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前
に
一
七
巻
刊
行
し
た
。
英
米
法
に

関
す
る
研
究
が
多
い
。
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5
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の
理
事
長
各
一
名
、
ド
イ
ツ
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
正
教
援
少
な
く
と
も
一
四
名
、
高
等
裁
判
所
部
長
一
名
、
名
誉
教
授
二
名
、
多
数
の
指
導
的
渉

外
弁
護
士
、
そ
れ
に
フ
ラ
ン
ス
、
ギ
リ
シ
ア
、
イ
タ
リ
ア
等
で
一
二
名
を
下
ら
な
い
教
授
が
い
た
と
い
わ
れ
る
。

H
N
F
a
g
sロ
・
』
何
一

U
8・
5
吋
・
そ

の
数
は
、
さ
ら
に
今
日
ま
で
の
聞
に
激
増
し
て
い
る
。

(HN5mmス
に
よ
れ
ば
、
現
在
ま
で
に
二
五
名
の
教
授
が
で
た
と
の
こ
と
。
毛
・

2
・
ム
コ
・
)
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